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食品安全委員会（第５９８回会合）議事概要

日 時:平成２８年３月８日（火） １４：００～１４：５９
場 所:食品安全委員会大会議室
出席者:佐藤委員長ほか６名出席
傍聴者:報道２名、行政機関３名、一般７名

議事概要

（１）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関する
リスク管理機関からの説明について
・添加物 １品目
炭酸カルシウム
（厚生労働省からの説明）

→厚生労働省から説明。
本件については、栄養成分関連添加物ワーキンググループで審議す
ることとなった。

・動物用医薬品 １品目
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（バックスオンIBD-CA）

→農林水産省から説明。
バックスオンIBD-CAについては、その主剤の病原体による「鶏伝染性
ファブリキウス嚢病」が、既に食品安全委員会の食品健康影響評価にお
いて、「人獣共通感染症とはみなされていない」と評価されており、この
評価に影響を与える新たな知見は得られていない。
また、安定剤等の添加剤は動物用ワクチンの添加剤として使用される
限りにおいて、人への健康影響は無視できると考えられると評価された
もの、又は既に食品健康影響評価を行った動物用医薬品の添加剤と同一
で、含有量も同量以下のものであり、本製剤の用法・用量等を考慮する
と、本製剤の含有成分として摂取した場合のヒトへの健康影響は無視で
きると考えられる。
このため、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて
ヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられ、食品安全基
本法第１１条第１項第２号の「人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度
が明らかであるとき」に該当するものとされ、リスク管理機関（農林水
産省）に通知することとなった。

・遺伝子組換え食品等 ２品目
［１］ECP株を利用して生産されたL-プロリン
［２］NZYM-JA株を利用して生産されたβ-アミラーゼ
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→厚生労働省から説明。
本件については、遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することと
なった。

（２）添加物専門調査会における審議結果について
・「香料に関する食品健康影響評価指針」に関する審議結果の報告と
意見・情報の募集について

→担当委員の山添委員及び事務局から説明。
取りまとめられた評価指針（案）については、意見・情報の募集手

続に入ることが了承され、得られた意見・情報の整理、回答案の作成
及び評価指針（案）への反映を添加物専門調査会に依頼することとな
った。

（３）食品安全基本法第２４条の規定に基づく委員会の意見について
・農薬「シモキサニル」に係る食品健康影響評価について

→担当委員の吉田委員及び事務局から説明。
取りまとめられた評価書（案）については、意見・情報の募集は行

わないこととし、一日摂取許容量（ADI）及び急性参照用量（ARfD）
を以前の委員会で決定した評価結果と同じ結論とすることとなった。

・農薬「プロフェノホス」に係る食品健康影響評価について

→事務局から説明。
本件については、「一日摂取許容量（ADI）を0.0005 mg／kg 体重
／日、急性参照用量（ARfD）を0.05 mg／kg 体重と設定する。」
との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）に通知するこ
ととなった。

・動物用医薬品「プレドニゾロン」に係る食品健康影響評価について
・動物用医薬品「メチルプレドニゾロン」に係る食品健康影響評価に
ついて

→事務局から説明。
「プレドニゾロンの一日摂取許容量(ADI)を0.00025 mg/kg 体重/日

と設定する。」
「メチルプレドニゾロンの一日摂取許容量(ADI)を0.0003 mg/kg 体

重/日と設定する。」
との審議結果が了承され、リスク管理機関（厚生労働省）に通知するこ
ととなった。

（４）食品安全関係情報（２月５日～２月１９日収集分）について

→事務局から報告。
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ドイツ連邦リスク評価研究所が公表した、イノシシ・豚及びこれら
に由来する食品によるＥ型肝炎ウイルス（ＨＥＶ）感染に関するＱ
＆Ａについて報告。


